
医療の質改善・患者安全セミナー（第5回）

医療者を守るペイハラ対応を考える
－カスハラ対応との違いを踏まえた指針策定の重要性－

日 時

形 式・参加費

2025年9月30日（火）19:00～20:15（75分）

Zoomミーティング・無料
対象者：医療安全に関心のある医療従事者
※ただし、法律事務所に所属している方にはご遠慮いただいております。

内 容

・カスハラ対策義務化（改正労働施策総合推進法）の概要
・医療機関における対応指針策定のポイント
－ カスハラ対応との共通点・相違点
－ 実効性を担保する仕組みの必要性

京都大学医学部附属病院 医療安全管理部 部長／教授 松村 由美
大江橋法律事務所 パートナー弁護士 山本 龍太朗
大江橋法律事務所 医師・弁護士 中村 信太朗

申込方法

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_JAyX4FL1R3arLXGx2SFt2A

主催：京都大学医学部附属病院医療安全管理部・弁護士法人大江橋法律事務所
後援：質改善・患者安全のための革新的教育コンソーシアム（CIE-QIPS）
お問合せ先 ：
弁護士法人大江橋法律事務所 セミナー事務局
E-mail：seminar-toiawase@ohebashi.com

講演 ＋ Q&A 75分

下記URLから、必要事項を記載の上、お申し込みください。
当日の参加URLは登録いただいたメールアドレスにお送りします。
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